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世
間
典
の
合
算
課
税

贈
奥
の
合
算
課
税

谷

道

腔

一
、
合
算
課
税
の
意
義

目
別
阻
(
の
謀
枕
が
主
と
し
て
相
続
枕
の
池
防
防
止
手
段
と
し
て

怠
議
佐
七
什
ヲ
ー
は
I
r
u

ん
ど
疑
問
の
恰
池
j
な
け
り
許
し
相
川
州
防

が
熔
興
の
課
税
に
依
っ
て
柿
完
さ
れ
友
い
在
ら
ば
、
資
質
上
の

相
績
が
脱
税
の
目
的
を
以
っ
て
潟
さ
れ
、
或
は
軍
に
結
川
市
に
於

手
間
ニ
-

て
脱
税
と
な
る
所
の
形
式
的
生
前
鱈
奥
に
代
え
ら
れ
、
斯
く
て

相
続
税
は
共
の
効
川
ポ
を
半
減
す
る
と
共
に
却
っ
て
不
公
平
た
る

租
税
と
化
し
て
共
れ
白
惜
存
十
代
の
現
由
を
失
ふ
に
到
る
で
あ
ら

ぅ
。
然
る
が
放
に
相
槙
税
は
謄
興
の
課
税
を
以
っ
て
不
可
川
町
の

保
件
と
し
、
貯
興
課
税
の
研
究
は
相
賠
税
と
の
開
聯
に
於
一

L

始

め
て
十
分
な
る
意
義
を
布
つ
。
現
今
諸
園
の
立
法
例
も
亦
相
続

税
に
於
て
婚
輿
の
課
税
を
併
せ
規
定
す
る
か
、
砂
ゑ
〈
共
瞬
間
卵
、

税
を
以
っ
て
賓
質
的
に
相
蹴
杭
の
柿
完
た
ら
し
む
可
き
を
明
待

(
活
一
一
)

し
て
居
る
事
は
明
か
に
け
ど
を
認
め
件
る
。

第
三
十
七
巻

ロH

y、

第

披

四

O 

府
興
課
税
が
濁
立
の
一
仔
布
を
主
張
し
得
る
よ
り
も
む
し
ろ
相

続
税
制
完
の
意
味
を
心
付
す
る
事
の
営
然
の
紡
川
市
と
し
て
、

其
7.1-

は
常
に
相
続
税
の
趣
旨
と
一
致
し
決
し
て
是
と
矛
盾
す
可
か
ら

ざ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
相
続
税
は
各
闇
一
様
に
泉
進
課
税

を
以
っ
て
原
則
と
す
る
が
故
に
附
興
課
税
に
於
℃
も
是
が
油
川

(
註
凶
}

を
売
か
れ
刊
一
円
き
で
は
友
い
c

係
る
に

mmm(は
相
鞘
と
回
訓
(
り
扱

人
工
総
も
散
刀
土
庁
制
さ
れ
リ
る
目
T
A
h
zト
2
9
7
U
K
K
亡
、
日
刊

J
i
f
-
-
i

ノ

;

J
ノ

T

h

y

-
戸

;
-
T
t
l
t
l

税
制
利
川
の
脱
税
佐
防
空
、
更
に
は
呆
進
課
ね
の
効
旧
山
を
十
分

賞
現
せ
ん
が
矯
め
に
は
、
目
安
寸
分
割
さ
れ
た
る
附
輿
を
各
別
に

課
税
す
る
事
な
く
一
括
合
算
し
て
課
税
す
る
の
手
段
を
採
ら
ね

ば
な
ら
お
。

こ
の
小
論
は
如
何
た
る
範
附
の
敗
血
れ
を
如
何
に
合

算
す
可
き
か
に
就
い
て
の
研
究
で
あ
る
が
、

勿
論
ム
口
算
に
依
つ

て
課
税
さ
る
一
円
き
貯
山
県
北
バ
の
も
の
e
h

範
閣
を
規
定
せ
ん
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。

註

間
血
ハ
税
が
必
、
む
ず

L
も
猫
立
し
得
な
山
ー
も
の
と
は
考
へ
た
い

が
然
も
相
雑
税
と
の
関
聯
を
精
ち
待
な
い
事
は
明
瞭
で
あ
る
。
脱

論税
交防
参止
照， ，策

0" と

L 
て
乙。
贈
~Ii! 
Z果
枕
グコ

意
義

車t

で

』立

市申
戸
教
授
o 

註

生
前
相
績
の
制
度
を
宿
す
る
吾
凶
に
於
て
は
財
産
め
相
績
を

中目績磁の補完正しての謄興課税(経瀦論叢第廿六容第四披)



贈
血
ハ
の
形
に
境
ゆ
る
事
の
極
め
て
容
易
な
る
可
曹
は
明
白
で
あ

る
。
仮
令
斯
か
る
制
度
な
し
と
す
る
も
謄
興
税

ω
相
績
枕
補
完
の

意
義
が
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
。

註
三
現
行
相
編
税
法
が
特
に
一
定
の
胸
奥
に
相
雑
税
を
課
し
て
脱

税
に
備
ゆ
る
事
後
に
詳
越
す
る
が
知
〈
で
あ
る
。

濁
乙
に
於
て
は
一
九

O
六
年
以
来
生
前
婚
直
ハ
を
相
績
税
に
於
て
課

税
し
そ
の
後
数
度
の
改
連
を
凡
た
が
現
行
法
は
相
績
枕
白
課
税
物

件
と
し
て
第
二
憐
第
二
項
に
生
存
者
聞
の
謄
典
を
掲
げ
第
三
傑
は

其
の
所
相
府
興
に
就
い
Y

て
詳
細
古
る
規
定
を
置
く
。
(
最
近
の
緊
合

肋
令
に
於
て
建
由
民
さ
れ
た
り
宇
は
明
か
た

b
ず
)
。

仰
闘
閥
的
一
附
剛
一
税
川
賢
鍬
税
b
e
M
畑

J

、
肺
町
楓
ハ
山
川
法
律
上
鴻
は
必
正

認
書
に
記
録
さ
れ
た
る
時
又
は
私
的
記
録
が
裁
州
所
或
は
役
場
に

於
て
使
用
さ
れ
た
る
場
合
の
み
課
税
さ
れ
る
。
印
ち
相
績
税
と
は

何
等
の
関
係
な
き
が
知
〈
で
あ
る
が
一
九
一
七
年
一
九
二

O
年
の

法
律
に
見
る
も
其
の
税
率
が
贈
典
営
事
者
閣
の
親
疎
に
依
っ
て
著

し
〈
相
逮
ナ
る
事
〈
こ
の
知
一
ぺ
五

O
年
一
九

O
一
年
目
法
律
も

同
様
)
税
率
が
相
嘗
に
高
い
事
(
一
九
一
七
年
の
法
律
で
は
二
・
五

μー
一
一
-
一
，
%
、
一
九
二

O
年
の
法
律
で
は
二
・
五
%
1
1
凹

O
M
)

は
こ
白
枕
が
車
な
る
手
数
料
と
し
て
の
登
録
枕
と
同
一
視
さ
れ
得

ざ
る
事
を
一
市
す
も
の
で
あ
、
b
ぅ
。

贈
血
ハ
枕
が
登
縫
枕
と
し
て
規
定
さ
る
L

例
は
更
に
伊
太
利
に
是
を

見
る
が
伊
太
利
に
て
は
一
九
二
三
年
の
法
律
に
依
う
て
公
的
に
又

在
的
に
登
録
さ
れ
た
る

(pz-凶
作
}
回

E
L
S
E
M
M去の
r
-
E胃
E
E
Z

晴
間
奥
の
令
算
課
税

贈
興
の
み
が
課
枕
さ
れ
然
も
贈
輿
常
事
者
間
の
親
疎
に

依
ワ
て
税
率
は
全
〈
異
る
。
即
ち
直
系
親
族
問
に
於
て
は
定
額

一
0
リ
ラ
、
夫
婦
兄
弟
甥
姪
聞
に
て
は
比
例
税
、
よ
り
疎
遠
な
る

者
の
間
に
於
て
は
凡
て
相
績
枕
法
に
於
け
る
累
進
諸
中
が
課
せ
、
L
Y

れ

る。
ぎ
伶
吋
【
同
何
回
)

仰
蘭
西
に
於
け
る
贈
奥
税
が
登
録
枕
た
る
所
以
は
相
摘
税
白
H
慢
が

と
の
固
に
於
て
田
町
奥
的
に
も
亦
現
在
に
於
て
も
一
一
樫
の
登
録
殺
と

考
へ

b
る
L

に
因
る
も
の
ふ
如
〈
で
あ
る
。
即
ち
フ
ラ
ン
ス
に
於

で
相
摘
枕
が
始
め
不
動
産
に
の
み
諜
せ
ら
れ
後
動
産
に
も
謀
説
し

つ
L
P

一
者
税
務
を
異
に
ナ
る
が
如
啓
は
依
然
と
し
て
贈
興
秘
と
相

続
税
と
の
闘
附

3
-内
定
了
引
の
む
の
に
非

5
5
市
中
日
空
市
石
川
る
つ

只
伊
太
利
の
謄
奥
枕
が
常
緑
枕
た
る
所
以
は
相
績
枕
と
の
関
聯
に

於
て
説
明
す
る
事
困
難
で
あ
る
が
然
も
賓
質
的
に
二
者
共
通
貼
を

有
ヲ
事
は
何
等
疑
問
の
品
開
地
は
な
い
。

英
同
四
一
贈
典
課
税
は
、
相
暗
組
枕
の
一
範
閣
内
に
於
て
然
も
其
の
脱
税

防
止
を
目
的
と
し
て
舟
き
る
L

が
こ
L

で
も
阜
に
法
律
上
記
録

(
戸

r
p
L
)

の
作
製
さ
れ
た
る
贈
輿
(
動
産
に
就
い
て
は
口
頭
走
以
円

J

て
足
る
)
の
か
が
即
ち

FEE-'zzq雪
吉
田
L
S
D
h
v
が
課
税
さ

れ
る
。
只
英
闘
に
於
て
は
一
九
一

O
年
以
来
高
吉
田
宮
〉
己
)
苑

亡
前
最
後
の
一
一
一
ヶ
年
以
内
の
一
贈
典
の
み
が
課
税
さ
る
L
事
(
其
の

以
前
は
一
ヶ
年
で
あ
ワ
た
〉
あ
た
か
も
王
ロ
が
印
刷
と
相
似
た
る
も
の

が
あ
る
。

器
四

相
痕
税
に
於
け
る
累
準
は
普
通
の
累
進
、
と
準
累
準
と
を
噌
一
回
川

第
三
十
七
巻

:第

挽

四

四

九
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一
鱈
興
の
合
算
課
税

し
、
謄
典
課
税
に
於
て
も
勿
論
是
を
並
用
す
る
が
令
算
に
隠
す
る

限
り
進
国
車
道
は
是
を
看
過
し
得
る
。

ニ

、

合

算

の

範

園

断
川
興
が
数
回
に
、
而
し
て
数
人
に
分
削
し
て
潟
さ
る
t
h

場
合
、

各
個
の
同
期
阻
八
を
外
別
に
深
枕
す
る
な
ら
ば
倒
め
て
山
予
知
樹
の
山
間
興

も
免
税
制
を
利
川
し
て
全
く
澗
枕
の
負
婚
を
阿
世
し
仰
る
と
共

いれ

h

U

耳
お
毛
舵
町
/
m
U
F刀
割
が
町
井
誕
枇
不
必
山
地
月

E
Z
彫
り
に
が

て
砂
左
く
共
高
率
の
課
税
を
売
か
れ
得
可
き
は
既
に
述
べ
た
る

が
如
く
で
あ
る
。

是
等
の
云
は
ピ
合
法
的
友
る
一
種
の
脱
税
を

防
が
ん
が
矯
め
に
は
斯
か
る
行
潟
自
韓
の
禁
止
が
無
効
な
る
以

上
数
多
の
聡
興
を
一
括
合
算
し
て
課
税
す
る
の
外
は
友
い
。
而

し
て
合
算
課
税
は
合
算
せ
ん
と
す
る
殿
興
が
合
算
の
時
に
於
て

既
に
課
税
物
件
た
る
僚
件
を
具
有
す
る
旭
割
合
に
の
み
可
能
な
る

可
き
は
明
白
で
あ
る
。
然
る
に
一
般
に
駒
興
は
理
論
的
に
叉
賓

際
的
に
共
の
履
行
と
共
に
課
税
さ
る
L
揚
合
と
、
共
の
課
税
さ

る
可
き
や
否
や
は
崎
町
奥
者
に
就
い
て
相
積
の
開
始
る
る
に
依
っ

て
始
め
て
確
定
す
る
揚
合
と
が
あ
る
。
従
っ
て
殿
奥
の
合
算
は

軍
に
鱈
輿
の
み
の
合
算
と
、
時
制
奥
の
相
績
財
産
へ
の
加
算
と
に

第
三
十
七
巻

四
四

O

第

競

四

匝
別
さ
る
L
事
と
喝
な
る
。
崎
町
輿
を
相
続
財
産
に
加
算
す
る
事
は

斯
t
h

る
駒
興
が
被
柏
崎
人
(
即
ち
贈
典
者
)
の
遺
産
の
一
部
従
つ

て
或
は
叉
一
相
続
人
(
即
ち
受
贈
者
)
の
相
続
財
産
の
一
部
と
見
倣

す
可
き
正
首
左
る
迎
由
を
持
っ
か
、
叉
は
共
れ
が
明
か
に
相
続

税
通
般
の
目
的
を
有
す
る
事
を
前
淀
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
山
早

な
る
附
阻
八
九
川
合
算
課
税
と
必
ら
や
し
も
周
一
台
は
&
な
い
が
理
論

μ] 

実:

右ニ

(1) 

元自i

イロ

J: 
三仔

バー

.~) 

が

に
、
田
正
を
同
別
し
つ

L
然
も
伺
じ
く
ム
口
算
の
観
念
中
に
含
ま
し

め
る
で
あ
ら
う
。

指
奥
の
合
算
は
必
ら
や
人
を
中
心
と
し
て
然
も
時
間
的
に
観

察
し
怠
け
れ
ば
た
ら
ね
。
階
輿
の
合
算
b
t
人
に
就
い
て
見
る
な

ら
ば
、
岡
山
町
興
者
を
中
心
と
す
る
合
算
と
受
婚
者
を
中
心
と
す
る

ム
ロ
算
と
を
考
へ
得
る
。
熔
興
者
を
中
心
と
す
る
合
算
は
、
各
受

婚
者
別
の
合
算
と
、
全
〈
受
鱈
者
の
別
を
顧
み
る
事
左
き
全
貯

輿
の
合
算
と
に
医
別
さ
れ
、
倫
ほ
軍
な
る
府
興
の
み
の
ム
口
算

と
、
股
奥
者
に
就
い
で
相
輔
の
開
始
あ
る
揚
合
臆
輿
の
遺
産
へ

の
加
算
と
を
匡
別
し
泣
け
れ
ば
左
ら
ね
。
市
丸
に
受
臨
明
者
を
中
心

と
す
る
合
算
は
、
軍
に
同
一
瞬
輿
者
か
ら
の
受
般
の
み
の
合
算

ihio‘ s. 212 
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か
賄
輿
者
を
異
に
す
る
全
受
般
の
合
算
か
を
第
一
に
明
確
に

し
、
然
る
後
輩
に
受
般
の
み
の
合
算
か
或
は
受
般
の
相
続
に
因

る
取
得
財
産
へ
の
加
算
を
含
ま
し
む
る
か
を
明
か
に
し
友
け
れ

ば
左
ら
ね
。
而
し
て
右
の
凡
ゆ
る
揚
合
に
於
で
時
間
的
に
如
何

在
る
範
園
の
鱈
興
を
合
算
す
可
き
か

r
必
然
に
問
題
と
友
る
。

一
般
に
謄
輿
の
課
税
は
共
れ
が
常
に
相
観
税
と
の
開
聯
を
否
定

し
得
な
い
と
し
て
も
向
ほ
共
の
課
税
の
範
聞
に
二
つ
の
却
が
る

る
。
即
ち
、

ー(
 
'
L
四
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可
リ
J
一
色
、

H
F
H
r
F
J
K
4
¥
r品
県
立
了
、

T
1
7

E
ノ

寸

d
m
U
F
J
q
一
フ
パ
〈
口
一
号
木
二

J
F一一一市レ
J
'
Vリ

1
1
=
1
4
f
l

る
が
・
如
き
去
、

相
続
の
開
始
と
見
倣
さ
れ
得
る
駒
典
、
及
び
相
続
税
遁

脱 (2)

の
日
的
を
持
っ
と
Jき
J¥、

ら
る、
H骨
由l
IT) 

み
を
;課
税
す
る

事
例
へ
ば
日
本
の
如
き
が
あ
る

3

聞
の
場
合
に
は
伶
か
も
斯
か
る
殿
阻
(
が
課
税
さ
る
L
根
披
自
憾

に
依
っ
て
共
の
ム
口
算
或
は
相
椀
財
産
へ
の
加
算
が
首
然
に
是
認

さ
る
L
が
放
に
、
課
税
物
件
の
範
闘
が
共
の
僅
合
算
さ
る
可
き

惜
別
輿
の
範
箇
で
あ
り
、
特
に
人
並
び
に
時
に
就
い
て
ム
ロ
算
の
範

固
が
問
題
と
友
る
事
は
た
い
。
然
る
に
、
仰
の
揚
合
に
於
て
は

暗
阿
輿
の
令
算
課
税

凡
て
の
時
間
興
が
悉
く
課
税
さ
れ
、
従
っ
て
共
の
中
に
は
軍
に
府

輿
を
婚
興
と
し
て
課
税
す
る
も
の
を
も
包
含
す
可
き
は
明
白
で

あ
る
。
斯
く
の
知
事
温
ハ
は
課
税
の
使
宜
上
、
或
は
叉
共
の
能

力
の
存
存
よ
り
相
続
に
依
る
財
産
増
債
と
全
〈
同
一
に
取
扱
び

得
る
と
し
て
も
、
合
算
に
闘
す
る
限
り
共
の
範
閣
は
夏
に
考
慮

さ
る
一
円
き
で
あ
ら
う
。
時
期
輿
の
合
算
課
税
が
相
続
と
理
論
的
に

叉
現
寅
に
何
等
か
の
闘
聯
を
持
つ
範
同
に
限
定
さ
る
可
き
は
論

や
る
ま
?
も
な
い
。
従
っ
て
一
般
に
凡
て
の
貯
興
が
軍
に
府
阻
一

l 

d

A

市
本
件

1

1
一ノ、
d

i
、
日
伝
明
人
W

4

」
J
町
、

:
r
j
l
:ー

妙
仕
ノ
¥
バ
マ
収
恋
わ
問
怖
と
凡

l

i

l

i

-

-

J
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倣
さ
れ
得
る
股
血
(
及
び
相
続
税
遁
放
の
目
的
を
持
っ
と
考
へ
ら

る
L
問
問
削
興
に
就
い
て
の
み
合
算
が
問
題
と
友
る
可
き
は
自
ら
明

瞭
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
範
聞
は
人
に
就
い
て
も
亦
時
に
就
い

て
も
上
述
聞
の
揚
合
に
於
け
る
課
叫
仙
の
組
閣
と
金
〈
一
致
ナ

る
。
是
を
越
え
て
課
税
さ
る
L
凡
て
の
附
興
を
悉
く
合
算
す
る

な
ら
ば
到
底
一
膿
と
見
倣
す
可
か
ら
ざ
る
程
時
間
的
に
距
た
り

た
る
聡
輿
を
も
一
括
課
税
す
る
の
不
合
理
を
生
む
。

と
の
事
は

敗
血
(
の
遺
産
へ
の
加
算
(
従
っ
て
叉
相
積
財
産
へ
の
加
算
)
に
於

で
よ
り
明
か
に
共
の
不
営
た
る
所
以
を
謹
明
す
る
で
あ
ら
う
。

第
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四



冊
相
奥
の
合
算
課
税

但
し
と
の
場
合
に
も
貯
興
が
常
に
賓
質
的
に
は
相
続
の
開
始
と

見
倣
さ
れ
得
る
が
如
き
営
事
者
の
間
に
行
は
る
ミ
た
ら
ぼ
、
北
ハ

の
合
算
は
川
崎
論
的
に
は
砂
泣
く
共
時
間
的
制
限
を
受
〈
る
事
た

き
も
の
と
考
へ
得
る
。
是
を
要
す
る
に
凡
ゆ
る
揚
合
に
於
て
合

算
の
人
的
範
刷
は
賞
質
上
相
棋
の
開
始
と
見
倣
さ
れ
得
る
細
川
制

に
あ
る
計
事
梓
間
の
附
阻
(
?
あ
り
、

時
間
的
に
は
被
相
桔
人

〈
叩
ち
内
川
山
ぺ
陀
円
)
に
机
い
刊
も
川
慌
の
阿
川
あ
り
ん
る
昨
斤
組
恥
と

i
l
-
-
'
i
:
ー

ー

;

:

i

l

-

-

ー

し
て
利
鞘
税
蓮
脱
の
日
的
を
持
っ
と
考
へ
ら
れ
、

或
は
被
相
続

人
の
遺
産
の
一
部
(
従
っ
て
父
相
続
人
の
和
縮
財
産
の
一
部
)
と

見
倣
す
を
油
静
岡
と
す
る
範
闘
に
限
定
さ
れ
る
が
共
の
範
闘
が
現

論
的
に
は
到
底
明
確
に
さ
れ
難
く
、
多
く
立
法
者
の
滋
立
に
依

三
日
〕

る
事
は
止
む
を
得
な
い
事
で
あ
ら
う
。
向
ほ
合
算
の
時
は
ム
口
算

の
方
法
と
関
聯
し
て
問
題
と
た
る
が
、
勿
論
貯
興
の
履
行
あ
り

た
る
時
叉
は
府
興
者
に
就
い
て
相
続
の
開
始
る
り
た
る
時
で
あ

る。
註
相
嬬
開
始
前
如
何
な
る
範
囲
の
贈
輿
を
特
に
貫
質
的
相
績
と
見

倣
す
か
は
各
国
の
立
法
例
が
一
示
す
が
如
く
全
く
一
致
し
た
る
見
解

は
存
し
な
ド
。
例
へ
ば
日
本
に
於
て
は
一
ヶ
年
以
内
で
あ
り
、
英

閣
に
於
て
は
三
ヶ
年
で
あ
り
其
白
他
詳
細
に
就
い
て
は
紳
戸
数
授

P

V

A

r

J
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の
前
掲
論
文
を
参
照
せ
ら
れ
度
い
。
但
し
且
品
等
の
範
囲
は
謄
興
白

課
税
範
囲
在
確
定
せ
ん
が
矯
め
に
な
さ
れ
た
る

L
の
に
外
な

L
ね

が
令
算
の
範
園
も
亦
常
然
是
と
一
致
す
る
。

一
、
贈
奥
者
に
就
い
て
の
合
算

附
肌
(
の
ん
は
算
深
川
叫
は
ム
口
算
せ
ん
L
」
す
る
凡
て
の
脈
問
パ
が
一
時

と
見
倣
さ
れ
川
河
き
一
事
を
u

剛
健
と
す
る
。

V
へ
d

、
;
時
同
円
、
A

」
ふ
リ

E

1

1
ノ
泊
安
rノ
l
主

L
k
f
動
凶
hu
附
肌
二
世
銘

L
ゃ
い
る
判
朝
合
そ

f
か
隣
町
凱
一
に
す
る
に

も
拘
ら
A
Y
、
車
に
同
一
一
附
阻
ハ
者
の
財
産
に
附
す
る
行
鴻
た
る
の

故
を
以
っ
て
一
個
の
附
興
友
り
と
観
じ
得
る
佐
ら
ぽ
、
勿
論
全

脈
問
(
の
贈
胤
ハ
者
を
中
心
と
し
て
の
合
算
が
否
定
さ
る
可
き
で
は

友
い
。
従
ワ
て
数
人
に
劉
し
一
時
に
偽
さ
れ
た
る
鮒
興
な
ら
ば

よ
り
一
居
合
算
の
訓
由
を
正
首
化
す
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
合

算
が
腕
輿
者
を
中
心
と
し
て
矯
さ
る
L
以
上
交
附
明
者
は
全
ぐ
租

税
の
負
携
を
発
か
れ
得
る
。
蓋
し
こ
の
揚
合
の
一
括
課
税
は
既

に
共
れ
が
受
時
間
者
を
目
的
と
せ
ざ
る
事
を
一
示
ナ
と
共
に
、
入
五
時
明

典
に
針
す
る
租
税
の
分
割
負
携
は
呆
選
率
の
適
用
を
前
提
と
す

る
た
ら
ば
、
各
交
股
者
の
受
取
分
が
全
く
同
一
な
ら
ざ
る
限
り

到
底
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
た
が
ら
問
題
は
む
し
る
根



本
的
に
府
輿
の
課
税
が
川
市
し
て
可
能
な
り
や
否
ゃ
に
時
着
す

(
注
=

る。
府
阻
〈
税
が
相
績
税
と
の
閥
聯
に
於
て
観
ら
る
L

限
り
謄
奥
者

を
以
っ
て
被
相
績
人
の
地
位
に
置
か
ん
と
す
る
事
は
必
ら
や
し

も
否
定
さ
れ
た
い
が
、
駒
山
県
は
常
に
財
産
の
減
少
で
あ
っ
て
砂

た
く
と
も
其
の
増
加
た
り
得
な
い
。
従
っ
て
共
の
意
味
に
於
て

は
課
税
の
現
出
は
な
い
。
只
相
続
税
に
於
て
遺
産
の
課
税
が

棋
の
財
夜
枇
と
し
て
作
白
の
叫
山
を
認
め
ら
る
L
事
は
附
阻
(
者

h
L
、

午

』

P
L、
一
ー
に

h

i

L
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l
・
占
、
〉

14一一一
JJ一
ぃ
、
，
J
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、

ト
忠
L
v

昨
附
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J
引
刑
事
〕

m
J
Z
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一
江
本
州

W
T
t
z
t
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?
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1
b
〕
一
ι

必
グ
“
別
可
阿
川
町

興
は
財
産
の
一
部
で
あ
っ
て
決
し
て
財
産
で
は
な
く
、
仮
令
共

れ
が
貯
輿
者
に
於
け
る
財
産
の
存
在
を
晴
朗
犯
せ
し
む
る
と
し
て

も
全
く
積
極
財
広
を
有
せ
ざ
る
府
輿
者
と
い
へ
ど
も
理
論
的
に

叉
賀
際
に
存
在
し
得
る
。
斯
く
て
財
産
を
附
興
す
る
事
の
課
税

即
ち
駒
阻
(
を
附

mm(者
に
就
い
て
課
税
す
る
事
の
不
合
川
一
は
明
か

で
あ
り
、
府
興
税
は
只
受
貯
の
課
税
と
し
て
の
み
存
在
の
根
嫁

を
求
む
可
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
敗
血
(
者
を
中
心
と
す
る
聡

阻
ハ
の
合
算
課
税
は
凡
で
是
を
宥
過
し
得
る
が
如
〈
で
あ
る
。
然

る
に
贈
阻
(
者
に
就
い
て
相
闘
の
開
始
あ
り
た
る
揚
合
は
貯
興
者

贈
典
の
合
算
謀
説

が
事
責
上
夏
に
被
相
践
人
3

と
し
て
の
性
質
を
具
有
す
る
に
到
る

の
結
果
、
相
積
開
始
前
の
股
興
を
共
の
遺
産
に
一
括
合
算
し
て

課
税
せ
ん
と
の
試
み
を
生
や
る
。
(
現
に
吾
が
相
績
税
法
第
三
傑
が

明
か
に
認
む
る
所
で
あ
る
。
)
勿
論
遺
産
に
合
算
せ
ん
と
す
る
般
輿

は
そ
れ
が
鱈
奥
な
る
の
一
故
に
然
る
の
で
は
な
く
、
時
制
阻
(
者
の
遺

産
の
一
部
た
り
と
見
倣
す
を
妥
設
と
す
る
が
故
に
(
理
論
的
に
叉

脱
税
防
止
の
便
宜
の
矯
め
に
)
課
税
さ
れ
、
叉
泣
産
に
合
算
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
只
こ
の
揚
九
日
の
合
算
が
軍
に
時
間
的
限
定
を
受
く

V

〉

〉

品

、
4

日
v
~
F人

r
J
3
1
、
.
〉
、

1
1
、川
H
h噌
印
と
み

f
f
:
b
j川
、
同

J
F
d
M
3
J
t
山

之

d
Z
首

-HTト
ム

V
5・
前

t
j
u
f
E
1
1
L
m
dイ
レ
ト
占
却
し
、
古
川
同
右

受
く
る
か
は
問
題
で
あ
ら
う
。

被
相
続
人
の
生
前
謄
阻
(
を
悉
〈
其
の
遺
産
に
合
算
す
る
事
の

「常一一
v

不
合
現
は
論
や
る
ま
で
も
な
い
が
、
相
続
開
始
前
短
期
間
内
の

期
血
(
を
共
の
遺
産
と
見
る
事
は
羽
山
あ
り
'
と
し
た
け
れ
ば
た
ら

ね
。
只
如
何
な
る
期
聞
を
標
準
と
す
る
か
に
就
い
て
は
到
底
理

論
的
確
定
的
結
論
に
達
し
得
可
き
で
は
た
い
。
大
慌
に
於
て
立

法
者
の
恋
意
に
依
っ
て
定
ま
る
。
被
相
続
人
が
潟
し
た
る
一
定

の
期
間
内
の
一
生
前
贈
興
を
遺
産
の
一
部
と
見
倣
し
て
是
に
合
算

課
税
す
る
事
は
共
の
時
間
興
が
何
人
に
射
し
て
潟
さ
れ
た
る
か
を

第
三
十
七
巻
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四
三
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放
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四
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贈
典
の
一
合
算
課
枕

必
ら
や
ノ
し
も
問
ふ
必
要
は
友
い
。
勿
論
受
胎
者
に
劃
す
る
親
疎

の
閥
係
は
共
の
股
興
が
川
ア
ー
し
て
相
続
の
意
味
を
右
っ
か
、
戎
は

脱
税
の
目
的
を
有
す
る
か
に
就
い
て
の
判
断
に
一
つ
の
資
料
を

提
供
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
も
日
疋
に
依
っ
て
断
定
を
下
し

得
る
も
の
で
は
た
い
。
従
っ
て
こ
の
場
合
の
合
算
は
受
胎
者
の

川
何
を
問
ふ
奇
襲
な
き
も
の
と
考
へ
る
u

然
し
友
が
ら
一
括
合
算

ド
ド
ナ
ヒ
‘

;
;
-
T
1
、
〉
'
司
令
言

E
m
-
-
=
J
D
、
火
山
L

H
弐
H
パ
ザ
」

川
H
M
刀
千
川
U
H
K
M
H
b
N
y
/

江
主
V
1
3
E
f
t
-
J
f
o
d
-
-
H
v
i

財
産
の
増
償
あ
り
た
る
受
贈
者
を
し
て
是
を
分
携
せ
し
む
る
の

手
段
を
快
〈
事
は
乙
の
種
合
算
課
税
の
有
つ
最
も
重
大
た
る
快

陥
で
あ
ら
う
。
而
し
て
こ
の
事
が
延
い
て
は
相
髄
税
の
木
質
を

定
む
る
に
就
い
て
責
嬰
な
る
要
素
を
た
す
と
考
ふ
る
が
今
は
是

に
鰯
る
L
事
を
避
け
や
う
。
是
を
要
す
る
に
、
崎
町
興
者
を
中
心

と
す
る
贈
興
の
合
算
課
税
は
現
論
的
に
凡
て
是
を
否
定
し
得

る
。
只
課
税
の
使
宜
上
斯
か
る
不
合
理
も
敢
え
て
許
容
さ
る
可

き
か
否
か
は
他
に
合
理
的
た
る
手
段
の
存
せ
ざ
る
に
於
て
始
め

(詮一-一}

て
決
定
さ
る

L
問
題
で
あ
る
。

註
-
此
昆
に
所
調
師
向
興
と
は
一
般
に
贈
奥
の
概
念
を
更
に
照
輿
と

受
蹄
聞
と
に
区
別
し
た
る
場
合
の
臆
奥
の
謂
で
あ
る
。
勿
論
鱈
輿
と

第
三
十
七
巻

第
三
就
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四
六

四
四
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受
謄
と
は
一
憶
で
あ
り
濁
立
に
存
在
し
得
可
き
で
は
な
V

が
理
論

的
に
は
足
を
分
ち
得
る
と
共
に
又
分
ワ
可
き
も
の
と
考
へ
る
。

註
ニ
生
前
幅
削
興
が
一
般
に
課
税
さ
る
ふ
場
令
、
そ
の
課
税
の
根
披

如
何
が
結
局
ぽ
、
斯
か
る
世
間
興
か

ιJ特
に
遺
産
に
加
算
す
可
占
害
賠

興
を
区
別
す
可
き
や
一
合
平
の
問
題
に
針
す
る
解
答
を
奥
ふ
る
鍵
と

な
る
。
要
す
る
に
財
産
の
相
指
と
見
倣
し
、
或
は
相
岨
相
就
建
枕
と

見
倣
し
で
謀
枕
す
る
限
り
に
於
て
照
奥
を
遺
産
に
加
算
す
る
事
主

否
定
す
可
き
で
は
な
い
。
只
一
般
的
K
賄
興
が
課
税
、
古
J0

・4

場
合

戸
川
も
日
記
等
を
如
何
に
し
て
医
別
ナ
る
か
の
標
準
が
到
底
確
定
さ
れ

得
ね
事
論
を
侠
た
ぬ
、
斯
く
の
如
d

自
己
主
誌
側
日
掛
乙
恥
相
雑
税
拡

に
於
け
る
贈
興
課
税
に
是
主
見
る
。
猫
乙
に
て
は
一
九
O
六
年
駄

に
高
率
課
税
を
避
け
免
税
監
を
利
用
せ
ん
と
す
る
贈
興
に
謝
し
て

相
嫡
開
始
前
五
ヶ
年
主
眼
目
令
算
課
税
せ
ん
事
を
規
定
し
て
居

る
。
一
九
一
九
年
の
法
律
は
同
一
赦
相
摘
人
(
時
興
者
)
か
b
の
、

死
亡
に
よ
る
多
〈
の
給
付

(
N
E
S
Eロ
由
主
5
4
c
-
n
E
£
自
)
及

び
贈
奥
を
令
算
す
る
旨
規
定
す
る
が
(
向
い
∞
)
英
の
令
算
は
必
b
ず

し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
一
九
二
二
年
以
来
令
算
の
範
囲
を
十
年
以

内
に
改
め
更
に
令
算
取
得
に
劉
ナ
る
税
額
が
新
取
得
額
の
八

O
M沖

を
越
え
待
ざ
る
事
を
定
め
一
九
二
五
年
更
に
六

O
M
E越
え
得
ぎ

る
事
に
改
め
ら
れ
た
。
即
ち
十
年
以
内
に
於
て
同
一
人
か
b
受
け

た
る
数
多
の
財
産
増
慣
は
最
後
の
取
得
に
従
前
白
取
得
を
従
前
の

償
値
に
従
っ
て
加
算
す
る
方
法
で
合
算
し
、
金
額
に
針
ナ
る
組
叫
怖

か
b
従
前
田
取
得
に
封
し
最
後
に
徴
収
し
た
る
租
税
を
控
除
す
る

紳戸数授前掲論文参照。
Reichserbschaftsteuergesetz von 1925・~ '3 (') (''.l 
Vgl. K.ipp， Kommenta.r znm Erusch:1ft品目t1C1gesetz，S.， 343. 
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も
の
で
あ
る
つ

註
三
相
績
闘
始
前
一
定
期
間
内
の
贈
興
を
特
に
相
績
財
産
と
見
倣

し
で
課
税
す
る
場
合
遺
産
に
加
算
す
る
事
な
く
其
等
贈
典
の
み
の

令
算
を
然
す
事
は
殆
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
蓋
し
新
か
る
令
算
の

結
果
は
後
述
受
贈
者
の
財
摩
増
償
を
一
ポ
す
の
外
何
等
の
意
義
を
有

し
な
い
か
、
b
で
あ
る
。

問
、
受
贈
者
に
就
い
て
の
合
算

或
る
人
が
円
白
人
け
た
る
凡
で
の
A
h
L

叫
畑
中
ゲ
一
附
列
汗
の
如
何
を
問
ふ

事
た
〈
芯
く
合
算
課
称
す
る
す
中
以
交
附
す
め
能
力
に
闘
す
る
限

り
必
ら
や
し
も
不
慌
で
は
な
い
が
、
斯
く
の
如
き
数
個
の
受
時
間

が
川
市
し
て
一
慣
と
見
倣
さ
れ
得
る
か
に
は
疑
び
が
あ
る
。
相
続

人
が
輩
数
で
も
被
相
績
人
が
複
数
友
ら
ぽ
軍
一
の
相
越
な
る
概

念
は
存
在
し
符
ぬ
。
贈
奥
者
を
異
に
す
る
受
贈
は
仮
令
そ
れ
が

同
時
的
に
同
一
人
に
就
い
て
現
は
れ
で
も
吾
々
は
到
底
走
を

鰐
と
見
得
可
き
で
は
友
い
。
印
ち
府
川
町
舛
の
合
算
は
軍
に
受
時
相
者

を
中
心
と
し
て
同
一
般
輿
者
か
ら
の
時
を
異
に
す
る
受
贈
に
就

い
て
の
み
意
義
を
有
つ
事
と
な
る
。
蓋
し
婚
輿
の
時
同
事
者
を
同

ビ
く
す
る
友
ら
ぱ
俄
令
時
を
異
に
し
て
数
回
に
矯
さ
れ
た
る
受

贈
典
の
合
算
課
枕

般
と
い
へ
ど
も
日
正
を
一
憶
と
見
る
に
何
砕
す
の
不
可
友
く
、
是
を

受
敗
者
中
心
に
合
算
す
る
限
り
何
等
の
矛
盾
も
存
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
事
実
斯
く
の
如
き
贈
血
(
に
於
て
こ
そ
合
算
の
制
度
左

〈
ば
脱
税
の
危
険
も
あ
り
、
叉
累
準
李
の
効
山
市
も
禦
ぐ
可
き
で

あ
っ
て
よ
り
康
範
閣
の
合
算
は
理
論
的
に
否
定
さ
る
L
の
み
危

ら
や
寅
際
上
の
必
要
も
存
し
た
い
と
云
ぴ
得
る
。

附
川
胤
(
の
遺
内
へ
の
合
算
が
考
へ
ら
る
hA

と
同
様
に
受
贈
の
相

制
し
た
る
財
産
へ
の
合
算
も
考
慮
せ
ら
る
可
き
で
あ
ら
う
。
即

d
h
J
m

矧
興
者
に
就
U

て
品
作
献
に
院
似
内
定
り
た
る
易
ム
ロ
は
泊
去
二
百
ん

期
間
内
に
虹
叫
に
岬
泊
さ
れ
た
る
脂
血
ハ
を
特
に
相
続
の
忠
義
を
持
つ

か
或
は
相
績
税
脱
税
の
意
味
を
持
つ
の
故
を
以
っ
て
課
税
せ
ん

唱
と
す
る
な
ら
ば
、
既
に
誠
一
ぺ
た
る
が
如
く
是
を
遺
産
に
加
算
す

る
事
の
不
都
合
た
る
以
上
、
各
受
敗
者
に
つ
い
て
合
算
ナ
可
き

で
あ
り
、
偶
'
士
山
人
時
間
加
者
中
に
相
禎
人
あ
る
場
合
は
、
相
続
人
の

受
贈
分
は
北
ハ
の
相
続
し
た
る
財
産
に
一
括
合
算
せ
ら
る
可
き
事

、
ど
な
る
。
相
続
人
に
非
ざ
る
受
贈
者
が
共
の
自
ら
の
受
婚
の
み

を
各
，
R

A
口
算
課
税
さ
る
L
事
は
勿
論
と
の
場
合
何
等
の
不
合
理

も
存
し
な
い
。
即
ち
以
上
の
如
く
に
し
て
凡
て
の
謄
興
は
各
々

第
三
十
七
巻

四
四
五

第

5虎
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四
七



瞬
間
奥
の
令
算
課
税

営
該
利
径
取
得
者
に
就
い
て
共
の
利
徒
に
臨
応
じ
て
公
卒
に
課
税

さ
る
L
事
と
た
り
一
割
の
矛
盾
と
排
理
を
残
さ
な
い
。
軍
に
租

税
収
入
の
観
黙
か
ら
見
れ
ば
股
輿
者
を
中
心
と
し
て
全
蛤
輿
を

合
算
課
税
す
る
揚
ム
口
に
及
ば
た
い
事
は
明
か
で
あ
る
が
、
砂
た

く
と
も
合
算
課
税
の
目
的
が
十
分
法
せ
ら
る
L
一
事
も
亦
明
か
で

あ
り
、

JW 
〈
!}) 

主rI
く

し

/有l
q ，r..~ *fi 
72 税

引! 万士
-(~~け

èr~) る
F; l\i~ 
')♀和t
O万五11

ョι
nlln 
!}) 

統

4

十

刑

判

h
j
J
H
f
リ
噌
君
主
円
品

-
;
l
z
f
f
i
:
J
4
3
3
 

註
相
箱
枕
を
以
っ
て
遺
産
謀
枕
な
P
と
す
る
説
明
が
謄
典
課
税
に

於
て
矛
盾
を
一
ホ
ナ
事
明
か
で
あ
り
、
逆
に
受
冊
問
者
を
中
心
と
し
て

棺
績
に
依
り
取
得
し
た
る
財
産
へ
合
算
す
る
事
は
、
相
績
枕
を
以

づ
て
財
産
取
得
税
な
り
主
解
ナ
る
事
の
理
由
あ
る
を
示
す
も
の
で

あ
ら
う
。五

、

合

算

の

方

法

合
算
の
方
法
に
就
い
て
は
弐
の
=
一
種
が
考
へ
ら
れ
る
。
削
叫

ち、

相
績
の
開
始
あ
り
た
る
時
に
の
み
合
算
を
行
ひ
一
括
課

(1) 
税
す

方
法

(2) 

各
個
の
貯
血
(
を
其
の
都
度
課
税
し
相
絞
開
始
の
時
夏
に

第
三
十
七
巻

第一-一競

一
凶
八

四
四
六

合
算
し
て
租
枕
額
を
算
出
し
既
に
納
め
ら
れ
た
る
租
税
を

控
除
し
て
課
税
す
る
方
法
。

(3) 

崎
町
輿
の
都
度
必
ら
や
過
去
の
全
階
輿
と
の
合
算
を
行
ひ

て
営
該
脂
血
(
の
課
税
償
絡
と
し
然
も
既
に
納
め
ら
れ
た
る

租
枕
の
合
計
を
常
に
控
除
し
て
税
額
を
決
定
し
順
次
相
続

開
始
の
時
に
ま
で
到
る
方
法
む

:
t
l
f
}
F
E〉

f
}
l
:
4
7
2
;
:
〆

l
r
:

布
留
開
釘

ι
広
告
官
て
吋
ポ
ν
孔
『
、
調
布
駒
山
れ
と
糾
H
A
1
袋二

き
鱈
興
、
(
或
は
合
算
さ
る
可
曹
贈
血
ハ
と
確
定
し
得
べ
雪
も
の
)
に
就

い
℃
の
合
算
は
只
第
一
の
方
法
あ
る
の
み
。
従
っ
て
第
二
、
第

三
の
方
法
は
蛤
奥
官
事
者
の
続
柄
に
依
っ
て
課
税
物
件
と
見
倣

さ
る
ム
期
間
(
の
み
に
就
い
て
可
能
左
る
一
一
円
き
事
論
を
候
た
む
。

只
第
一
の
方
法
が
課
税
物
件
の
散
逸
従
っ
て
徴
税
不
可
能
を
来

す
虞
れ
あ
る
は
止
む
を
得
ざ
る
飲
鈷
で
あ
る
。
第
一
一
一
の
方
法
は

極
め
て
煩
雑
の
如
く
で
あ
る
が
む
し
ろ
斯
か
る
方
法
の
採
用
が

婚
興
を
数
回
に
分
割
す
る
事
を
無
効
左
ら
し
め
て
煩
雑
を
避
け

得
る
鈷
に
立
法
の
趣
旨
が
あ
る
。
日
正
を
要
す
る
に
、
第
一
及
び

第
三
の
方
法
を
併
せ
用
ひ
て
始
め
て
十
分
た
る
手
段
と
訟
り
得

る
で
あ
ら
う
。



六
、
吾
が
相
繍
税
法
に
治
け
る
鰭
興
課
税
と
合
算

現
行
相
続
税
法
に
於
て
課
税
さ
る
可
き
贈
輿
は
第
三
僚
に
規

定
す
る
相
続
開
始
前
一
ナ
年
以
内
に
鴻
さ
れ
た
る
婚
興
と
、
第

廿
三
位
陣
に
一
不
さ
る
L
、
親
族
に
封
し
持
摘
さ
れ
た
る
防
相
抱
一
及
び
分

出
夜
を
時
仰
す
に
附
し
て
若
し
く
は
分
一
公
を
得
し
た
る
後
本
家
の
戸

い
土
叉
は
」
米
政
が
ヘ
月
次

η
戸
主
叉
は
家
族
に
到
し
て
鴻
し
た
る
附

興
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
斯
く
の
一
如
き
贈
興
が
被
和
結
人
の
遺

産
と
見
倣
さ
れ
得
る
事
及
び
脱
獄
防
止
の
目
的
を
持
つ
駐
に
根

嫁
を
有
し
、
後
者
は
斯
く
の
如
き
股
輿
は
遺
産
相
模
の
開
始
あ

り
た
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
同
時
に
脱
税
防
止
の
目
的
を
有
す
る

が
故
に
理
由
あ
り
と
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
第
一
二
僚
が
一
不
す
限
り

に
於
て
被
相
続
人
が
相
続
開
始
前
一
ナ
年
以
内
に
得
し
た
る
凡

で
の
謄
阻
(
は
そ
れ
が
何
人
に
封
し
て
鴻
さ
れ
た
る
か
を
問
は
や

{

先

立

一

)

叉
共
の
額
の
大
小
を
問
ふ
事
な
し
一
律
に
遺
産
と
見
友
さ
れ
で

相
続
財
産
に
一
括
合
算
さ
れ
る
。
五
日
が
民
法
ヒ
遺
産
と
相
憤
人

の
相
積
財
産
と
は
形
式
上
一
同
別
さ
れ
得
な
い
。
従
っ
て
相
続
人

贈
輿
の
合
算
課
税

の
相
続
財
産
が
寅
際
に
相
慢
に
依
っ
て
取
得
し
符
可
き
財
産
と

異
な
る
場
合

(
規
定
の
合
算
課
税
さ
る
可
曹
贈
興
が
相
属
人
以
外
白

者
に
射
し
て
侍
さ
れ
た
り
し
場
合
)
に
は
徒
ら
に
相
続
人
の
負
捨
を

重
一
か
ら
し
め
、
事
責
上
の
財
産
増
債
は
是
を
者
過
す
る
の
不
全

理
を
生
や
る
事
既
に
述
べ
た
る
所
に
依
っ
て
明
か
で
あ
る
。
部

ち
第
三
僚
は
、
相
続
閣
始
前
一
ヶ
年
以
内
の
贈
阻
(
は
各
受
贈
者

;

[

、

1
?
Z
I
L
-
-
h
ι
、
:
〉

A
K、
〉
日
ピ
ヨ
こ
ピ
ペ
ノ
官
骨
揮
立

引
に
合
算
し
布
U
N
メ
ド
」
ぷ
し
吋

f
J
j
I
-ノ日
4
4
車
i
，判

νIZ--

上
獲
得
す
可
き

MJ止
に
合
算
す
可
き
は
休
改
め
ら
る
可
き
で
あ

り
、
斯
ぐ
し
て
課
税
の
目
的
が
十
分
達
せ
ら
れ
符
る
事
も
町
か

で
あ
る
。
只
斯
く
の
如
き
が
理
論
的
に
叉
賞
質
上
如
何
に
合
理

的
な
れ
ば
と
て
現
行
第
三
僚
を
右
の
如
く
解
樫
ず
る
事
の
到
底

不
可
能
た
る
は
言
を
侠
た
お
。

第
廿
=
一
僚
に
規
定
す
る
抽
出
典
は
明
か
に
賓
質
上
遺
産
相
続
の

開
始
あ
り
た
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
共
の
都
度
営
該
駒
興
額
を
課

税
憤
格
と
し
て
課
税
さ
れ
持
七
従
っ
て
既
に
述
べ
た
る
発
税
一
新

利
用
の
脱
税
及
び
茶
道
税
率
の
回
避
が
容
易
に
行
は
れ
得
可
き

は
明
瞭
で
あ
り
と
の
種
崎
市
興
の
合
算
課
税
が
特
に
必
要
な
る
は

論
や
る
ま
で
も
な
い
。

第
三
十
七
巻

第

披

四
:Jt. 
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謄
輿
の
合
算
課
税

第
三
僚
の
規
定
が
第
廿
三
僚
に
依
っ
て
一
日
一
課
税
さ
れ
た
る

或
は
課
税
さ
る
可
き
贈
輿
に
就
い
て
一
通
用
さ
る
可
き
か
否
か
に

就
い
て
は
必
ら
や
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
只
二
重
課
枕
は
営
然

逝
く
可
タ
で
あ
る
が
故
に
、
大
蔵
大
臣
は
吹
の
如
き
訓
示
を
震

し
て
居
る
。

棺
櫨
順
枕
法
第
サ
三
傑
第
一
項
二
除
リ
遺
産
相
練
開
始
シ
タ
ル
モ
ノ
ト

見
倣
シ
北
繍
枕
7

課
市
ダ
ル
後
、
防
風
ハ
者
一
一
付
村
崎
開
始
シ
タ
ル
場
合

z

於
テ
円
仮
令
其
ノ
冊
開
血
ハ
ガ
相
暗
闇
開
始
前
一
年
以
内
ニ
ア
ル
モ
第
三

傑
品
依
P
相
績
財
産
Z

加
算
見
ル
限
F
昌
在
ラ
ズ
。

是
に
依
っ
て
廿
=
一
僚
に
依
り
一
日
一
課
税
さ
れ
た
る
尉
輿
に
就

い
て
は
明
瞭
で
あ
る
が
未
だ
課
税
さ
れ
ざ
る
場
合
に
も
恐
ら
〈

は
と
の
訓
示
の
趣
旨
に
則
り
廿
三
保
に
依
り
課
税
し
第
三
僚
を

泊
用
す
る
の
要
な
き
も
の
と
考
へ
る
。

是
を
要
す
る
に
五
口
が
園
相
続
税
法
に
於
て
は
未
だ
謄
輿
の
合

算
課
税
に
就
い
て
何
等
顧
慮
す
る
も
の
な
し
と
云
ひ
得
る
が
賂

来
必
ら
や
や
改
む
可
き
も
の
と
信
ぜ
ざ
る
を
得
ね
。
勿
論
蛤
輿

の
合
算
の
如
き
は
理
論
的
に
も
亦
賓
際
上
も
さ
し
て
重
要
な
る

問
題
で
は
友
い
が
課
税
の
完
壁
を
期
せ
ん
が
矯
め
に
は
幾
分
の

煩
雑
も
亦
止
む
を
符
ざ
る
も
の
と
し
て
立
法
上
夏
に
一
歩
を
蓮

第
三
十
七
巻

第
三
披

一
五

O

四
四
八

む
可
き
も
の
で
あ
ら
う
。

A
U
骨
井
戸
ふ
可
き
照
典
白
績
に
伶
い
て
左
の
如
き
大
蔵
大
臣
の

訓
鮮
が
あ
る
。
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減
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遁
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出
テ
タ
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モ
ノ
ナ
ル
ヲ
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テ
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ヲ
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リ
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(
ア
矯
シ
グ
ル
場
合
ユ
限
リ
合
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ヲ
矯
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へ
キ
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日
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川
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モ
ノ
ト
ス
。

註

斯
〈
の
知
奇
謄
血
ハ
が
鍛
人
に
封
し
一
時
に
居
対
さ
れ
た
る
場
合

そ
れ
が
遺
産
相
績
と
見
倣
さ
る
ふ
限
り
に
於
て
英
同
白
相
績
人
あ

る
遺
産
相
績
に
於
け
る
と
同
様
一
括
令
算
課
税
さ
る
可
き
が
如
〈

で
あ
る
が
遁
用
す
可
き
税
率
は
存
ナ
る
も
是
を
公
正
に
分
指
せ
し

め
待
ず
従
っ
て
各
受
惜
向
者
に
就
い
て
課
税
す
る
事
慨
に
述
べ
た
る

所
よ
り
も
明
瞭
で
あ
る
。

本日績続=関ス Jレ大蔵大臣訓示〔明治itt八年一月 tl"九日官報)第十三。
同、第穴。
宇佐美邦雄、相繍税の謀践と手摘、 299頁参院。
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